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国不入企第４９号 

令和７年２月１７日 

 

 

各都道府県知事 殿 

（市町村担当課、契約担当課扱い） 

各指定都市市長 殿 

（契約担当課扱い） 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局長  

（  公  印  省  略  ） 

 

 

技能労働者の適正な賃金水準の確保について 

 

 

技能労働者の確保・育成のためには、適正な賃金水準の確保等による処遇改善

が極めて重要です。 

そのため、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号。

以下「公共工事品質確保法」という。）の基本理念として、将来にわたる公共工事

の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取

引価格や健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）等の定めるところにより事業主が

納付義務を負う保険料（以下「法定福利費」という。）等を的確に反映した適正な

請負代金による契約の締結や、公共工事等に従事する者の賃金への配慮等が規定

されています。 

これまで国土交通省においては、国土交通大臣から建設業の主要４団体に対

し、技能労働者の適正な賃金水準の確保や社会保険加入の徹底等を直接要請して

きたところであり、多くの建設業団体においても関連する決議がなされる等、現

場の技能労働者の処遇が改善されるよう官民を挙げて取り組んできたところで

す。 

今般、国土交通省が令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価（以下「新

労務単価」という。）が決定・公表されました。新労務単価については、時間外労

働の上限規制への対応に必要な費用を反映して設定されています。令和６年３月

から適用されている公共工事設計労務単価（以下「旧労務単価」という。）と比べ、

m011375
テキストボックス
参考1



- 2 - 

新労務単価は全国全職種平均で 6.0％（単純平均の伸び率）上昇し 24,852 円とな

り、過去 11 年で最大の引上げとなったところです。 

技能労働者の確保・育成のためには、今後も継続して賃金を引き上げること、

そしてそれが公共工事設計労務単価等の上昇を通じて適正利潤の確保、更なる賃

金の引上げにつながるという好循環が継続されることが重要です。好循環が継続

する環境整備を図るには、発注者、元請業者、下請業者のそれぞれの関係者が、

新労務単価の水準等を踏まえた適正な請負代金による契約を行い、技能労働者の

賃金水準の更なる改善を図ることが必要です。 

こうした状況を踏まえ、各地方公共団体におかれては、新労務単価の早期活用

をはじめとする下記の措置を講じることにより、適正な賃金水準の確保を促し、

技能労働者の処遇改善を図る環境整備に万全を期すようお願いします。 

なお、別添１を各建設業団体の長あてに通知しておりますので、併せてお知ら

せします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除く。）の長に

対しても、本通知の周知徹底をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１．新労務単価の早期活用について 

 

公共工事品質確保法第７条第１項第１号において、発注者は、公共工事等を実

施する者が公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成・確保するための適正

な利潤を確保できるよう、市場における労務の取引価格等を的確に反映した積算

により、予定価格を適正に定めなければならないとされている。このことを踏ま

え、予定価格の積算に当たっては、入札手続中のものも含め、新労務単価の速や

かな活用に努めること。 

なお、工事の施工条件等が通常と著しく異なり、新労務単価によりがたい場合

（特に高度な技能、経験等を有する者を従事させる必要がある場合等）は、工事

内容等に応じて必要に応じ見積を活用することなどにより、適正に積算するこ

と。 

 

 

２．新労務単価を踏まえた請負代金額の変更について 
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各団体における新労務単価適用日以降に契約を締結する工事（ゼロ債務負担行

為（契約初年度に支出を要さない債務負担行為をいう。）を含めた令和６年度補正

予算による発注工事等を含む。）のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算し

ているものについては、新労務単価に基づく請負代金額に変更すること。 

また、既契約工事（各団体における新労務単価適用日より前に契約を締結した

もの。）については、工期の始期が到来しているものはもとより、工期の始期が到

来していないものも含め、いわゆるスライド条項（公共工事標準請負契約約款第

26 条）の適用や受注者からの協議の申出等について、適切に対応すること。 

なお、国土交通省直轄工事では、新労務単価の決定を受け、別添２のとおり、 

① 令和７年３月１日以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を

適用して予定価格を積算しているものについては、新労務単価に基づ

く請負代金額に変更する 

② 令和７年２月 28 日以前に契約を締結した工事のうち、３月１日に

おいて工期の始期が到来していないものについては、「賃金等の変動

に対する工事請負契約書第 25 条第６項の運用について」（平成 26 年

１月 30 日付け国地契第 57 号、国官技第 253 号、国営管第 393 号、国

営計第 107 号、国港総第 471 号、国港技第 97 号、国空予管第 491 号、

国空安保第 711 号、国空交企第 523 号、国北予第 36 号）の記１．（１）

及び２．から８．まで（４．（３）を除く。）の規定を準用する 

こと等としたので、これも参考として適正な請負代金額での契約の締結に努める

こと。 

労務単価の引上げに伴う契約変更等を的確に実施できるよう、あらかじめ、ス

ライド条項を適切に設定するとともに、スライド条項の運用基準を策定しておく

こと。 

 

 

３．法定福利費等の適切な支払いと社会保険への加入徹底に関する指導等について 

 

公共工事品質確保法第７条第１項第１号において、発注者の責務として、法定

福利費や公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額

を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）の保険料等を的

確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めることが規定されて

いる。 
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公共工事設計労務単価には技能労働者が社会保険へ加入するために必要な保

険料の本人負担分が勘案されているほか、国土交通省直轄工事においては、法定

福利費及び法定外の労災保険の保険料について適切に予定価格に反映されるよ

う措置されており、法定外の労災保険の付保を受注要件としている。 

これらのことに留意し、貴団体発注工事においても、労務費（社会保険料の本

人負担分を含む賃金）や法定福利費、法定外の労災保険の保険料等が適切に予定

価格に反映されるよう措置すること。 

加えて、「請負代金内訳書における法定福利費の明示による法定福利費の適切

な支払いのための取組について」（令和３年 12 月１日付け総行行第 419 号、国不

入企第 33 号）にて要請しているとおり、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳

書を受注者から提出させ、予定価格に適切に反映した法定福利費相当額が請負契

約においても適正に計上されていることを確認すること。 

また、受注者と下請業者との間でも、法定福利費を内訳明示した標準見積書の

活用や請負代金内訳書における法定福利費の内訳明示等により、法定福利費を適

切に含んだ額による下請契約が締結されるよう、受注者に対して、法定福利費の

適切な支払いや支払状況の確認、新労務単価を踏まえた適正な水準の賃金の支払

いを行うよう指導すること。 

他方で、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年法律

第 127 号。以下「入札契約適正化法」という。）に基づく実施状況調査によると、

公共工事の受注者や下請業者を社会保険加入業者に限定する取組を行っている

地方公共団体の数は増加しているものの、いまだ取組が十分でない地方公共団体

も見受けられる。 

「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」（平成 13

年３月９日閣議決定。令和６年 12 月 13 日最終変更。以下「適正化指針」という。）

において下請業者も含めて社会保険未加入業者の公共工事からの排除を図るこ

とが規定されていることや「建設業における社会保険等未加入対策について」（平

成 28 年６月 16 日付け総行行第 123 号、国土入企第６号）等でこれまで要請して

きた内容を踏まえ、社会保険等未加入対策の取組を実施すること。 

 

 

４．ダンピング対策の徹底・強化による適正な価格での契約の推進について 

 

入札契約適正化法において、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべ

き事項としてダンピング受注の防止が規定されており、また、適正化指針におい

て、ダンピング受注は下請業者へのしわ寄せや技能労働者の賃金水準低下等につ
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ながりやすく担い手の確保・育成を困難とするものであるとされている。これら

も踏まえ、新労務単価の早期活用等による適正な予定価格の設定に努めるととも

に、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の適切な活用を徹底すること等に

より、ダンピング受注の排除に努めること。 

なお、公共発注者であっても、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 19 条の

３に規定されているとおり、自己の取引上の地位を不当に利用して工事の施工に

通常必要と認められる原価に満たない金額での契約を締結してはならないので、

この趣旨も改めて徹底すること。 

 

 

５．適正な工期設定と必要経費の確保について 

 

工事の発注に当たっては、「工期に関する基準」（令和２年７月中央建設業審議

会作成・勧告、令和６年３月最終改定）等に基づき、工事の規模及び難易度、地

域の実情、自然条件、工事内容、施工条件のほか、工事に従事する者の休日、準

備期間、後片付け期間、降雨日や猛暑日などの作業不能日数等を考慮し、適正な

工期を設定すること。その際、労務費（社会保険料の本人負担分を含む賃金）や、

法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの

必要経費にしわ寄せが生じないよう、当該工期設定に伴い必要となる共通仮設費

や現場管理費などを請負代金に適切に反映すること。 

また、「工期に関する基準」において、週休２日の確保に当たっては、日給月給

制の技能労働者等の処遇水準の確保に十分留意し、十分な工期の確保や交代勤務

制の実施等に必要となる経費を請負代金の額に適正に反映した上で、労務費その

他の必要経費に係る見直し等の効果が確実に行き渡るよう適正な賃金水準の確

保等を図ることが必要であるとされていることを踏まえ、適切に対応すること。 

 

 




